
 
漁港漁場関係工事積算基準の準用について 

 
令和６年３月２９日 

宮崎県農政水産部漁業管理課 
 

 
記 

 
１．準用する基準書の取扱い 

（１） 令和５年度漁港漁場関係工事積算基準のうち、第１部 第２章 ２節 ２．共通仮設費 
２－１１現場環境改善費については、令和６年３月２９日付け事務連絡にある令和６年 
度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表の 第１部 第２章 ２節 ２．共通仮設費  
２－１１現場環境改善費を適用するものとする。 
 

（２） 令和５年度漁港漁場関係工事積算基準のうち、第１部 第２章 ２節 ３．現場管理費 
については、令和６年３月２９日付け事務連絡にある令和６年度 漁港漁場関係工事積 
算基準 新旧対比表の 第１部 第２章 ２節 ３．現場管理費を適用するものとする。 
 

（３） 令和５年度漁港漁場関係工事積算基準のうち、単価表 単－１０（船舶供用係数（α） 
並びに就業時間別船員供用係数（β））については、令和６年３月２９日付け事務連絡に 
ある令和６年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表の単価表 単－１０を適用する 
ものとする。 
 

（４） 令和５年度漁港漁場関係工事積算基準のうち、第２部 第３編 １節 ２．積算価格の内 
訳 ２－４ 諸経費については、令和６年３月２９日付け事務連絡にある令和６年度 漁港 
漁場関係工事積算基準 新旧対比表の第３部 第３編 １節 ２．積算価格の内訳 ２－４ 
諸経費を適用するものとする。 

 
２．適用基準日 
    上記については、入札公告における単価抜き設計書の単価適用日が「令和６年４月１日」

以降のものから適用する。 
 
３．問い合わせ先 
    漁業管理課 漁港漁場整備室 漁港担当 
    ＴＥＬ：０９８５－３２－４４７８ 
    E-mail：gyokogyojo@pref.miyazaki.lg.jp 










